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決算書掲載頁　P197

不動産を売却・賃貸することなく放置されている空き家等について、不動産の仲介事業者を紹介する仕組みを構築する
ことにより、市内の空き家の有効活用を促進し、このことにより空き家等の減少及び良好な住環境を維持することをめざ
す。
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細事業：空き家バンク制度推進事業                             

１．空き家バンク制度推進事業 

市内の空き家等を有効活用することにより、本市の定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家等及び利用希

望者等の情報登録制度を構築した。 

この制度は、空き家・空き地（空き家等）の売買・賃貸借・マイホーム借り上げ制度※の利用を希望する所有者

等から市に物件を登録していただき、市内への定住等を目的として空き家等の利用を希望する方に対し、その情報

を紹介する制度である。 

※マイホーム借り上げ制度 

･･･一般社団法人移住・住みかえ支援機構がシニアの方（50歳以上）のマイホームを最長で終身にわたって 

借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証するもの。 

 

【空き家バンク制度のイメージ】 
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